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時
事
問
題

a
粗
粉
取
入
豫
卸
の
見
積
為
論
す

第
九
巻

(第
五
號

一
〇
〇
V

七

一
四

租
税
吸
入
豫
算
の
見
積
を
論
ず

.

小

川

郷

太

郎

余
廿
本
誌
第
八
巻
第
六
號
に
於
て
攻
入
鋏
算
の
見
積

々
論
ず

ご
題
し
、
豫
算
見
積
の

}
股
の
理
論
な
討
究
し
、
我
圃
の
牧
人
豫
算
為
吟
味
し
、
租
税

牧
人
印
紙
歳
入
官
業
及
官
有
財
産
攻
入
に
付
き
別

々
に
研
究
す
み
の
要
あ
り

ミ
結
論
し
て
趾

い
た
。
本
篇
に
其
纏

綿
ご
見
る
べ
膏
も

の
で
あ

ろ
が
恵
"

ら
租
税
牧
人
の
見
積
々
論
ぜ
ん
ε
す

み
の
で
あ
る
、
便
宜
の
爲
め
題
た
改
む

る
こ
ぐ」
」
し
た
。

一

租
税
牧
人
の
豫
算
を
立

つ
る
に
は
、
他

の
吸
入
豫
算
に
於
け
る
ご
同
様

に
、
確
定
的
計
算
方
法
に
依
る
か
然
ら

さ
れ
は
豫
想
的
見
積
方
法
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
豫
想
的
見
積
方
法
は
更
に
分
て
自
動
的
見
積
方
法
と
増
牧
見
積

方
法

ご
李
均
見
積
方
法

の
三
ε
す
る
こ
ε
が
出
來

る
。
而
し
て
何
れ

の
方
法
に
依

る
か
は
租
税
の
種
類
に
依
て
異

る
べ
く
、
叉
脛
濟
界

の
景
氣
如
何
に
依
て
異
る
べ
き
で
あ
る
。

租
税
は
、
其
牧
人
に
於

て
年
々
歳

々
多
少
の
攣
動
を
見
さ
る
も

の
な
け
れ
ご
も
、
種
類
に
依
b
て
は
其
攣
動
極

て
少
き
も

の
こ
其
攣
動
比
較
的
大
な
る
も

の
ご
が
あ
る
、
』馴
者
を
固
定
性
を
帯

ふ
ご
い
ひ
後
者
を
弾
力
性
を
帯

ふ

ε
い
ふ
。
個
定
性
を
帯

ふ
る
租
.椀

の
中
に
は
永
き
に
亘
り
て
之
を
見
れ
ば
次
第
に
攣
し
行
く
も

の
も
あ
り
、
叉
殆

9
異
ら
な
い
も
の
も
あ
る
が
敷
年
に
亘
り
て
之
を
見
れ
ば
、
極
て
愛
化
に
乏
し
き
も
の
で
あ

る
。
之
に
反
し
て
蝿

力
性
を
帯

ふ
る
租
税
は
年

々
歳

々
受
動
デ
べ
き
も

の
で
あ
る
、
其
攣
動
は
圭

ご
し
て
経
済
界
の
景
気
如
何
に
放
て

炉

r



■

促
さ
る
Y
の
で
あ
る
、
即
ち
経
済
界

の
景
気
好
き
場
合
に
は
、
其
牧
人
激
増
し
、
景
氣
悪
し
き
場
合
に
は
其
牧
人

激
減
し
、
景
気

に
異
愛
な
き
場
合
に
ば
其
牧
人
年
を
逐
て
逓
増
す
る
を
通
例
ε
す
る
も

の
で
あ
る
。
是
か
故
に
租

税
牧
人
豫
算
を
編
製
す
る
に
當
り
て
は
経
済
界
の
景
氣
如
何
を
掾
側
す
為
こ
ご
が
極
て
肝
要
で
あ

る
。
之

ご
同
職

に
如
何
な
る
租
税
が
、
固
定
性
を
帯
ひ
、
如
何
な
る
租
税
が
弾
力
性
を
帯
ふ
か
ご
い
ふ
ご
&
を
討
究
せ
ね
ば
な
ら

む

む

　

　

む

む

　

む

　

　

　

ロ

む

む

ロ

り

つ

む

む

む

む

ぬ
。
租
税

が
固
定
性
を
有
す
る
か
.
弾
力
性
を
有
す
る
か
は
各
種

の
税
に
就
て
之
を
吟
味
せ
ね
は
な
ら
鍛
。

凡
そ
租
税
は
大
別
し
て
股
得
椀
ご
流
通
税
ご
消
費
税
芯
の
三
こ
な
す
ご
ε
が
出
來
る
、
牧
得
税
は
,更
に
所
得
視

財
産
税
…収
益
挽
に
分
ち
、
流
通
税
は
更
に
財
産
流
通
税
償
格
流
通
税
に
分
ち
、
消
費
税
は
更
に
直
接
消
費
税
聞
榜
…

…旧
費
枕
に
分
ち
、
間
接
消
費
税
は
又
内
地
消
費
税
ざ
關
挽
ご
に
分
つ
こ
ε
が
出
癖
る
。
是
等
租
税
は
各
課
税
物
件

を
異
に
し
て
居

る
が
、
課
税
物
件
に
謝
し
て
賦
課
す
る
に
當
レ
或
は
別
に
課
挽
標
準
を
立
て
る
こ
ε
が
あ
る
、
此
ヒ

課
税
物
件
な
り
課
税
標
準
な
b
が
経
済
界

の
動
揺

に
依

て
其
量
を
攣
す
る
ご
き
は
租
枕
吸
入
は
大
に
攣
動

せ
さ
る

を
得
な
い
、
之

に
反
し
て
其
量
を
攣
せ
さ
る
ご
き
は
、
租
税
牧
入
は
響
動
せ
な
い
、
.
そ
こ
で
弾
力
性
を
有
す
る
租

税
ご
固
定
性
を
有
す
る
租
税
ε
が
分
れ
て
凍

る
。

,

.

　

　

　

今
所

得

税
に
就

て
見

る
に
、
経
済
界

に
景
氣

立

つ
場

合

に
は
、
各
人

の
所
得

は
亥
第

に
多

も

な
b
行
く

か

ら
其

視

の
牧
人
も
大

ご
な

る

べ
き

で
あ

る
が
、
不
景
氣

が
襲

ひ
凍

る
ε
き

は
、
各

人

の
所
得

は
減

し
行
く

が
故

に
其

税

の
牧
人
は
少

く
な
ら

ざ

る
を
得

な

い
。
是

が
故

に
所
得

税
は

弾
力
性

を
有

す
&
謂

は
ね

ば
な
ら
ぬ
。

時
事
問
題

租
税
攻
入
豫
算
の
見
稜
な
論
ず

第
九
巻

〔第
五
號

一
〇
=

七
一
五



,

亀
.

時
事
問
題

租
税
取
入
豫
算
の
見
積
か
論
ず

第
九
巻

(第
五
號

一
〇
二
　

七

=
ハ

　

　

　

財
産
税
は
所
得
税
ε
相
並
行
す
る
視
麿
あ
る
か
ら
、
所
得
税
ご
同
様
に
弾
力
性
に
富
む
ご
い
ふ
ご
8
が
出
来
る
、

蓋
し
所
得
多
け
れ
は
財
産

を
増
し
所
得
少
け
れ
は
財
産
を
減
中
る
か
ら
で
あ

る
。
之
を
他
方
面
よ
り
観
察
す
れ
ば

継
濟
界
好
景
氣
の
と
き
は
財
産

の
諦
償
高
ま
り
、
不
景
気

の
ε
き
は
財
産

の
評
債
減
赤

る
ビ
も
い
ひ
得

る
の
で
あ

る
。
然
れ
ど
も
財
産
税
の
賦
課

に
當

り
、
外
形
の
標
準
に
依
て
税
額
を
定
む
る
か
如
き
税
法
の
存
す
る
と
き
は
、

璽

財
産
税
は
弾
力
性
を
失
ふ
べ
き
で
あ
る
、
こ
は

一
般
財
産
視
に
於
て
い
ひ
得

る
の
み
な
ら
す
相
続
税
に
就
て
も
亦

い
ひ
得
る
こ
ε
で
あ
る
。
尤
も
相
続
挽
の
牧
人
は
、
相
続

の
事
故

の
多
少
、
相
続
財
産

の
大
小
等
に
依
て
年
々
多

少
異
る
所
あ
る
べ
く
、
そ
は
経
済
界

の
景
気
如
何

に
關
せ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

の

り

　

牧
益
税
は
地
租
家
屋
税
鱗
葉
税
資
本
利
子
税
等
を
総
構
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
是
等
吸
盤
税
制
度
に
し
て
、
純

益
を
見
出
し
て
之
に
賦
課
す
る
の
主
義
を
探
ら
は
、
其
租
税
牧
人
は
伸
縮
す
べ
く
、
從
て
弾
力
性
に
富
む
ざ
謂
ふ

こ
ご
が
出
来
る
。
蓋

し
純
盆
は
経
濟
界

の
景
氣
不
景
氣
に
依
て
大
に
異

る
か
ら
で
あ

る
、
然

る
に
牧
益
税
制
度

に

し
て
純
益
主
義
を
探
ら
す
、
外
形
の
標
準
に
依
て
課
祝
す

る
.の
主
義

を
探
ら
ば
、
常

に
必
ず
し
も
弾
力
性
に
富
む

&
い
へ
ぬ
、
其
外
形
の
標
準
そ
れ
自
身
が
経
済
界

の
動
揺
に
依
て
攣
す
る
も

の
に
於
て
の
み
爾
か
い
ふ
ご
建
か
出

家
る
。
地
租
に
し
て
地
償
を
課
税
標
準
ε
し
、
家
屋
税
に
し
て
建
坪
税
、
窓
戸
視
、
家
屋
階
級
税
、
家
屋
債
格
椀

の
形
を
取
る
な
ら
ば
、
弾
力
性
に
乏
し
ご
謂
は
蔵
ぱ
な
ら
ぬ
、
警
業
視
も
、
外
形

の
標
準
に
依
て
課
税
す
る
ご
き

は
寧

ろ
固
定
性
を
帯
ふ
る
や
う
に
思
は
る
れ
ご
、
其
外
形
標
準

の
中
に
内
萱
上
高
や
牧
人
金
額

の
如
き
も

の
あ
る

,

』,



　

・
　

蜜

・
・
　

　

る
・
蓋
し
此
　

　

　

野

　

麗

依
　

　
ヘ
ド

攣

。
も
の
で
あ
る
か
.・
で
あ
・
.
之
・
反
・
て
繋

挽
に
於
て
有
限
駿

屠

警

課
税

標
饗

す
る
も
の
》

如
き
は
男

穿

攣

る
こ
珪

・
.
某

利
霧

至
…

弾
力
性
は

あ
れ
墨

丁ろ
弱
し
ご
謂
は
な

な
£

、
欝

界
の
景
氣
彌
か
上
に
昂
り
て
、
公
維

婆

讐

本
の
簿

…

ζ

の
多
き
に
當
り
て
箕

利
子
論

。
べ
毒

看

建

入
・
ぞ

・
為

薯

、
鐸

界
・
盃

・
黍

・
ξ

既
に
馨

芸

藷

證
券

を
滄
波
ぜ
し
む
る
こ
「苗

讃

か
ら
で
あ
る
・

　

　

　

流
擁

莫

腿

窪

・
享

　

・
藷

ふ
き

が
出
來
・
、
善

意

界
好

景
餐

る
暮

揚

品
の
取

,
引
盛
に
し
て
譲

も
塞

き
を
加
ふ
る
こ
ご
・
な
・
で

、
從
・
取
・
離

籍

弩

聖

墨

・
郵

奨

多
、
。
る
。
み
著

す
、
印
紙
馨

灘

醤

如
.・
擦

流
離

の
奨

・
多
く
・
る
絹

響

く
・
無

界
不

景
氣
な
る
暮

は
、
全
く
を

反
竃

か
ら
で
あ
る
・

　

　

　

消
壷

も
大
壁

於
・
獲

氣
の
蓉

に
経

入
を
増
し
不
景
氣
・

薯

に
は
牧
入
義

ざ

い
ふ
窪

が
出

來
る
、
從
て
弾
力
性
に
響

ご
謂
は
ね
ば
・
鼠

、
併
・
奮

蒜

力
性
・
視
徳

俵
て
多
少
異
る
か
ら

一
瑳

組
す
る
ζ
ど
出
講

、
直
播

舞

・
奢
簿

　

て
・
菱

の
伸
縮
比
欝

少
く
・
吋
碧

羅

あ

り
て
も
必
需
品
聾

す
る
逡

あ
・
て
は
、
義

人
亦
需

す
る
こ
墨

い
・
之
・
反
し
て
霧

碗
・
砂
籠

飲
撹

.

.嗜
好
品
馨

に
重
て
は
叢

の
如
何
・
依
・
、
養

至

大
・

・
差
違
泰

す
・
從
亜

力
性
を
有
す

時
事
問
題

租
税
牧
入
際
算
の
見
横
薙
。訓ず

履

・鍵

δ

三
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壱

ヒ
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-
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.



蕎

眠

選

奪

の
見
難

論
ず

第
・
貧

窮
垂

・
四
・

七
天

鏑

は
ね
ば
な
ら
ぬ
・
關
欝

入
に
毛

は
葵

に
關
係
着

す
・
の
み
で
あ
・
か
ら
、
好
景
気

の
藁

`
し
て

葵

警

護

葵

・
　

　

㌘

・
で
・
・
、
之
に
反
し
輪
露

天
を
致
す
ε
雌
こ
も
何
簿

響

を

與

へ
な

い
の
で
あ

る
。

呈

論
ず
る
所
猿

・
之
・
.観
れ
は
固
定
性
箸

ず
・
租
傑

、
地
租
、
家
霧

、
盗

視
、
資
本
利
子
税
誓

の
牧
霧

・
相
綾
里

般
財
親

等

・
財
窺

禾

愛

の
裸
視
羅

・
孕

る
場
倉

、
霧

税
、
謡

裟

税
、

醤
緒

窺

の
袈

日
需
品
醤

於
・
之
寛

・
の
み
で
・
・
、
併
し
是
等
・
親

ご
雌
蓬
も
地
租
蕎

三

の

例
外
を
除
き
て
は
永
き
・
「予

て
は
縷

を
夾
撃

べ
　

の
で
あ
・
。
是
簸

劣

租
霞

殆
ご
雪

讐

帯

・
・
あ

で
…

果
し
て
然
・
椿

視
・
弾
・
性
を
・宥
ふ
る
畦
鍵

磯

選

楠

は
峨

郭

.説

Q
.

此
の
如
く
租
税
轟

力
性
を
帯
ふ
・
も
の
多
い
手

れ
ば
、
業

人
の
見
積
昆

於
て
は
、
愈
。
脛
雛

の
景

鮮
華

藻

警
葵

鍔
華

響
・
鯉雑

筆

罫
墾
.雪

曇

爺

薄

、

謹

暑

窪

集

る
も
敢
・
批
難

べ
き
で
・
・
、
自
動
的
見
積
方
法
藻

り
最
近
・
甕

を
以
。
庭

球
ら

ん
享

る
年
度
の
租
聡

入
豫
讐
.
す
・
も
.
寧
・
蜷
へ
口
の
豫
讐

奪

う
。
所
で
難

が
年

一
誓

上
そ

萎

場
食

於
℃
は
・
租
欝

入
は
三
年
前
・・り
も
二
年
前
を
多

レ
・
し
、
二
年
前
よ
り
も
前
年
を
、夕
。
手

。

が
整

肇

編
製
・
捷

書

糊

叢

れ
叢

・
程
、
愈
々
樂
欝

ご
・
り
、愈
々
肇

蔓

際
に
近
.
も
の

妥

ら
う
・
暴

政
に
好
景
氣
の
場
盒

於
て
は
自
動
的
見
積
窪

塞

誉

な
ゑ

き
時
期
を
灘

編
製
の
聴

ノ

.̀



ド

β

　

　

　

　

に
近
け
れ
ば
逝
け
る
程
増
牧
見
積
方
法
ε
結
果
を
同
ふ
す

惹
こ
ご
～
な
る
べ
き
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
経
済
界
が

鉾

聯

罫

詳

鴛

療

瓢

霧

ぴ

藤

ゲ
事

ボ
寒

餅

、
自
動
的
見
積
方
響

増
牧
見
積
方
法

り

　

　

　

　

　

　

　

も
違
算
を
生
す
る
虞
か
あ

る
か
ら
、
季
均
見
積
方
法
を
探

る
べ
き
で
あ

る
。
更

に
進
ん
で
脛
濟
界
に
於

て
、
不
量

り

　

　

　

む

　

　

　

　

り

む

　

　

氣
か
年
々
募
り
て
行
く
場
合
に
は
、
地
放
見
積
方
法
を
探

る
べ
か
ち
さ
る
は
論
ず
る
迄
も
な
い
が
、
自
動
的
見
積

方
法
を
探
て
も
荷
樂
親
に
過
ぎ
る
、
故
に
自
動
的
見
積
方
法
に
依
て
算
出
せ
ら
れ
淀

る
額
か
ら
相
常

の
比
を
以
て
・

差
引
く

べ
き
で
あ
る
、
此
の
如
き
方
法
は
増
岐
見
積
方
法
に
謝
し
て
減
牧
見
積
方
法
ε
名
け
て
も
よ

い
、減
放
見
積

方
法
を
探
ら
さ
る
迄
も
、
自
動
的
見
積
方
法
に
於
て
豫
算
編
製
の
時
に
最
も
近
き
事
實
を
取
て
基
本

`
す
れ
ば
悲

観
的
見
積
方
法
ε
な
り
、
、却
て
實
際
匿
近
き
も
の
を
見
積

る
こ
ε
か
出
來
や
う
。
此

の
如
く
諭
し
來
.れ
ば
、
「
弾
力

性
に
富
む
租
税
は
景
気

の
愛
動

と
共
に
見
積
方
法
を
異
に
す
べ
き
こ
.8
か
明
ε
な
る
の
で
あ

る
。
併

し
こ
は

ヅ
般

論
で
あ
る
、
成

る
特
定
の
椀
に
於
て
は
、
経
済
上
の
景
氣
以
外
.の
原
因
に
よ
り
て
攣
動
常
な
ら
さ
る
も
の
が
あ
る
、

例

へ
は
相
続
税
の
如
く
で
あ

る
、
相
綬
挽
に
於
て
は
其
牧
人
相
続
財
産

の
大
小
に
依
b
年
.々
異

る
べ
き
も
多
く
の

年
を
李
均
す
れ
は
其
不
規
則
的
分
子
が
取
除
か
れ
て
規
則
的
ε
菰
り
、
・
豫
算
は
實
際
…に
近
.き
も
の
巴
な
ら
う
、
此

の
如
き
租
税
の
牧
人
は
年
増
見
積
方
法
に
依
て
算
定
す

べ
き
も
の
で
あ
る
、

=

　

　

　

　

　

我
囲

の
.租

税
牧
人

の
豫

算
は
如
何

な

る
算
定
方
法

を
探

る
か
.と
云

ふ
に
、
先

つ
大

正
八
年

度
に
就

て
之
を
見

る

」

時
事
町
題

租
挽
牧
人
豫
算
の
見
積
々
論
↑

第
九
巻

〔第
五
號
.
一
〇
五
)

七
一
九



ノ

時
事
問
題

租
税
取
入
豫
算
の
見
積
な
論
ず

第
九
巻
.
{第
五
號

児
〇
六
V

七
二
〇
.

に
、
確
定
的
計
算
方
法
に
準
ず
る
も

の
も
あ
る
。
地
租
の
牧
入
豫
算
の
如
き
ば
そ
れ
で
あ
る
。
併
し
多
く
は
豫
想

的
見
積
方
法
に
依

て
居
る
。
豫
想
的
見
積
方
法
の
中
に
は
、
或
は
自
動
的
見
積
方
法
に
依

る
か
あ
り
、
或
は
雫
均

見
積
方
法
に
依
る
か
あ
る
。
相
綾
税
、
酒
造
税
、
沖
縄
縣
酒
類
出
港
税
、
兌
換
銀
行
券
獲
行
税
、
取
引
所
視
は
平
均

見
積
方
法
に
依
り
、
所
得
税
、
管
業
視
、
鑛
業
挽
、
萱
藥
砦
業
税
、
萎
酒
税
、
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
挽
、醤
油
撹
、・

砂
糖
漬
費
挽
、
織
物
消
費
挽
、
石
油
消
費
税
、
關
税
、
願
税
、
通
行
税
、
登
録
税
、
印
紙
税
、
骨
牌
税
等
は
自
動

的
見
積
方
法
に
依

て
居
る
。
撚
れ
.&
も
基
本

こ
し
て
取
る
べ
ぎ
事
實
の
纏
縫
期
間
は

一
様
で
な
い
。
卒
均
見
積
方

法

に
就

て
い

へ
ば
、
.削

々
年
度
以
前
三
個
年

の
季
均
を
取

る
か
あ
り
、
前

々
年
度
以
前
五
個
年
中
最
高
最
低
を
除

き
た
る
一一一個
年

の
午
均
を
取

る
か
あ
る
、
相
続
税
「の

一
時
納
付
額
、
浩
酒
外

の
造
石
税
、
.沖
縄
縣
酒
類
出
港
視
、

取
引
所
税
は
、
前
の
例
に
圏
し
、
清
酒
造
石
税
、
兌
換
銀
行
券
獲
行
税
は
後

の
例

に
鵬

し
て
居
る
。
自
動
的
見
積

方
法
に
就
て
い
へ
ば
、
欧
洲
に
於
て
は
最
近
.の
決
算
を
取
る
を
常

ε
す
る
が
、
我
国
に
於
て
決
算
を
取
れ
ば
三
年
.

前

の
事
實

ざ
な
る
、
庭

が
豫
算
見
積
の
際
は
前

々
年
度
の
事
實

が
現
計
ε
し
て
殆
ご
的
確
に
判
っ
て
居

惹
か
ら
、

其
事
實
を
基
本

こ
す
る
こ
ご
が
出
来
る
、
從
て
我
國
の
自
動
的
見
積
方
法
も
亦
基
本
&
し
て
三
年
前
の
事
實
を
取

ら
す
前

々
年
度

の
事
實
を
敢
て
居

る
の
が
多

い
。
第

一
種
所
得
硯
、
第
二
種
所
得
税
、
鑛
産
税
、
醤
油
造
石
檎
、

砂
糖
漬
費
税
、
石
油
消
費
視
、
登
録
税
、
印
紙
税
.
費
葉
印
紙
税
、
骨
牌
税
の
如
き
皆
そ
れ
で
あ
る
。
然

る
箋

ハ

他

の
税
に
至
て
は
、
更
に
最
近

の
事
實
を
敢
て
居

る
、
前
年
度
の
事
實
を
取
れ
る
も
の
に
第
三
種
所
得
税
管
業
視

、



が
あ
り
、
前

々
年
九
月
よ
紅
前
年
八
月
に
至

る

一
個
年
の
事
實
を
取
れ
る
も

の
に
、
姿
酒
税
、
甑
精
及
酒
精
含
有

飲
料
視
あ
り
、
前

々
年
十
月
よ
り
前
年
九
月
に
至
る

一
箇
年
の
事
實
を
取
れ
る
も
の
に
逼
行
税
、
織
物
消
費

税
あ

り
、
前
年
四
且
よ
り
九
月
に
至
る
六
箇
月
間

の
實
牧
額

の
倍
額
を
基
本
ε
し
て
見
積
れ
る
も
の
に
關
税
、
.噸
税
が

あ
り
、
前
年

一
月

一
日
現
在
の
事
實
を
取
れ
る
も

の
に
、
鑛
匠
税
、
自
家
用
醤
油
税
、
萱
藥
鱗
葉
税
が
あ
る
。
是

等
は
皆
豫
算
編
製

の
際
…、
其
眼
前
に
現
は
れ
た
ぞ
事
實
を
基
本
ε
す
る
も

の
で
、
前
々
年
度

の
嘉
賓
を
取
る
も
の

に
比
す
れ
ば
、

一
年
若
く
は
雫
箇
年
新
し
き
事
實
を
取
る
も

の
ε
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
余
は
、
前

々
年
度

の
事
實
を
基
本
ご
す
6
も

㊨
ε
其
後
の
事
實
を
基
本
忘
す
る
も
の
ご
を
匠
別
し
、
便
宜
の
爲
に
前
者
を
前

々
年
度

基
本
見
積
方
法
・こ
い
ひ
後
者
を
前
年
度
基
本
見
積
ハ方
法
ε
名
け
て
置
く
。

自
動
的
見
積
方
法
は
過
去

の
事
實
を
敢
て
直
に
豫
算
の
敷
字
を
作
る
も
の
で
、
其
間
に
手
加
減
を
な
さ
な

い
の

が
並
目
通
で
あ
る
、

舶弟
=
糎
所
…得
槍
、

第
二
種
所
得
視
、
通
行
税
、

醤
油
一侃
、

砂
糖
消
{賞
税
、
織
物
消
費
税
…、
關
…

む

む

税
、
噸
醗
は
、
皆
さ
う
な
っ
て
居
る
、
所

が
此
見
積
方
法
に
依
て
も
侮
減
少
を
豫
組
し
て
居

る
も
の
も
あ
る
、減
敗

け

む

む

ゆ

見
積

方
法

ε

い
ふ
て
も
よ

い
、
第
三
種
所
得

税
、
鱗

葉
撹

、
鑛

業
税
、
饗
酒

挽
、
酒
精

及
酒
精
含

有
飲
料
視

、
石

油

消
費
税

、
登
録

税
、
.
印
紙

税
、
「費
藥

印
紙

税
、
骨

牌
税

の
如

き
は
、

そ
れ

で
あ

る
、
多

く
は
基
本

額

よ
り
百

分

五
を
減

じ
て
居

る
.
唯
瞥
業
挽

、
.酒
精
及
酒
精
含

有

飲
料
視

、
沖

縄
縣
酒
類
川
港

視

に
あ
り

て
百
分
三

、
石
油
消

費
椀

に
あ
り

で
.
「
割
を
減

す

る
を
異
例

ε
す

る
の
み

で
あ

る
。
.
・
.

、

時
事
問
題

租
税
牧
人
豫
算
0
見
積
な
論
ず
.

第
九
巻

(第
五
號

一
Q
七
}

七
…=

、

躰
.



'

時
事
問
題

租
税
攻
入
豫
算
の
見
積
蝕
論
ず

第
九
巻

(第
五
號

一
〇
八
)

七
二
二

」
基
本

こ
す
べ
.ぎ
数
額
よ
り
歩
引
を
し
て
豫
算
額
を
算
出
す
る
ε
い
へ
ば
、
前
々
年
度
若
く
は
前
年
度
よ
り
も
牧
・

入
額
の
減
す
る
こ
左
を
見
越
し
た
こ
ご
に
な
る
。
或
は
其
趣
旨
は
吸
入
豫
算

の
缺
陥

な
き
を
期
す
る
薦
め
に
存
し

内
輪
に
見
積
り
た
る
に
温

き
ぬ

の
も
あ
ら
う
。
其
税
に
依

て
控
除
牽
を
百
分
三
ε
し
、
百
分
五
ε
し
、

　
割
ご
し

、

だ
る
は
豫
算
見
積
者

の
凋
断
に
外
な
ら
ぬ
。

.

三

以
上
は
大
正
八
年
度
に
於
け
る
租
挽
牧
ん
豫
算
の
見
積
方
法
を
學
理
鼠
に
分
類
し
琵
る
も
の
で
あ
る
が
、
是
等

.

の
見
積
方
法
は
従
前

の
見
積
方
法
と
必
ず
し
も
回
し
で
菰
い
、
そ
こ
で
従
前

の
見
積
方
法

ε
比
較
す
る
の
必
要
が

　

　

　

　

　

　

　

ゆ

り

の

り

　

　

り

　

　

の

　

ロ

リ

コ

　

　

ゆ

の

り

り

の

　

　

の

　

起
て
承
る
、
見
積
方
法

の
是
非
を
批
劃
す

る
傍
ら
、
大
正
元
年
以
来
の
見
積
方
法

の
攣
遷
を
も
観
察

し
て
見

や
う
。

り

　

　

　

　

　

　

り

　

リ

ロ

リ

　

一
、
確
定
計
算
法
に
準
ず
る
方
法
に
依

る
も

の
は
地
租
で
あ
る
、
帥
ち
地
租

は
前
年

一
月

一
日
現
在
地
償
を
基
本

ε
し
て
居
6
、
而

し
て
共
地
償
は

一
且
建
ま
り
て
後
年

に
動
く
も
の
で
な
い
.
共
地
儂
に
税
率
を
か
く
れ
ば
、
租

税
額
は
出
て
来

る
、
併
し
乍
ら
年
々
歳

々
有
租
地
に
成
る
土
地

が
あ
り
、
免
租
地
に
成
る
土
地
が
.あ
り
、
災
害
地
.

に
謝
し
て
は
免
租
.す
る
の
で
あ
る
か
5
、
豫
算
の
見
積
に
は
之
を
加
除
せ
ね
ば
な
ら
蹟
、
詳
言
す
れ
ば
地
租
収
入

の
見
積
は
前
年
.
一
月

】
日

の
地
債
を
基
本
こ
す
る
租
税
顧
に
有
租
地
成
文
は
免
租
地
成
等

の
異
動
増
減
租
額

(五

箇
年
牛
均
)
を
加
除
し
災
害
地
免
除
額

〔五
箇
年
李
均
)
を
控
除
す
る
こ
ご
に
な

っ
て
居

る
、
故
に
加
除
す
る
方

面
よ
り
見
れ
ば
李
均
見
積
方
法
を
加
味
し
て
居

る
ご
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
さ
れ
ざ
加
除
は
租
税
全
額

に
劃
し
て
小

ノ

噛



懲

』

●

部

分
に
過

さ

ぬ
、
災
害
地

の
免
除

の
如
き
大
正

元
年

よ
り
入
牢

に
至

る
迄
に
於

て
、
大

正
元
年

に
δ
明
治

四
十
四

年
水
害

の
四
分

一
を
控
除

し
、
大
正
三
年
度

に
、
同

二
年
水
害

の
四

分

↓
を
控
除

し
て
居

る

の
み
で
あ

る
、
伊

豆

七
島
地
租

に
至
て
は
年

々
其
年
度

に
牧
人
す

べ
.き
見

込
高
を
定

む

る
こ
と

、
な

っ
て
居

る
、
此

の
如

き
例
外

を
除

き
大
盤
槻
察

よ
り

せ
ぱ
、
地
租

は
殆

ε
的

確

に
計
算

す

る
こ
ε
が
出
來

る
、
大

正
元
年

以
來

の
實
際

北
徴

し
て
も

之
を
讃
明
す

る
こ

ご
が
出
来

る
。
即

ち
左

の
如

く

で
あ

る
。

(圓
単
位
)

大
正
元
年
度

岡

三

華

度

岡

三

年

度

同

四

年

度

同

五

年

度

同

大

年

度

同

七

年

度

同

八

年

度

霧

礎

額

翻
群

禦

纈

同

上
.

・

上

同

上

同

上

同

上

同

上

同

上

地

侃

領

.
一、巻

(
、(
七
]、
〇七
=

一
、巻
六
、四
九
〇
、
垂

一
、巻

ゼ
、著

大
.会

九

一
、湘
=

、璽

、
曇

莞

O
(
、凹
壷

、套

皿

一
、湘
[E
ま
杢

、〇六
】

一
、九
章
、六
一七
、
(
凹く

}
、空

力
、§

、四
　三

種

類

豊

、美

、暑

髪

、童

、箋

藍

、妻

、茜

七

≦

、華

・薯
六

≦

・三
四
、
ご
八四

ゼ
　
・巽

・莞
一[

掌

大
A
六
・含

蓄

((
四
、琵

膿

算

額

毎

、四
〇
望

究
四

-

芸

、
胃畢

δ
興

豊

、
三
〇
、老

大

≦

・
柔
(
、
禿

`

豊

、莞

二
、孟

o
、

≦

、(
三

、茜
七

葦

、】石
築
天

九

望

λ
晃

・E
三

騨

定

濟

額

皇

、美

旺
、[元
=

茜

、書

・署

藁

九
六
四
・慧

智
「・套

・窒

・

≦

・委

四
六
(

呈

・四八
四
・
=
八

彗

芸

・四
究

・

●

●

o

●

●
.

二
、
卒
均
見
積
方
法
の
中
に
は
前

々
年
度
以
前
三
箇
年

の
雫
均
を
取
る
の
が
あ
り
、
前
々
年
度
以
前
五
箇
年
李

.

均
を
取
る
の
が
あ
る
は
、
既
に
述

べ
た
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
は
議
論
の
鯨
地
か
あ
る
。

　

の

　

相
綬
視
に
就
て
い

へ
は
、
一
時
納
付
額
ε
年
賦
延
納
額
ε
を
分
ち
見
積
ら
ね
は
な
ら
ぬ
、
即
ち

一
時
納
付
額
は
前

々
年
度
以
前
三
箇
年
度
雫
均
課
税
贋
格
を
基
本
ざ
し
年
賦
延
納

と
な
る
べ
き
額
を
控
除
し
て
之
を
見
積
り
、
年
賦

延
納
額
は
前

々
年
度
末
現
在
額
を
基
本
ε
し
前
年
度
に
於
て
決
定
す

べ
き
も

の
、
見
込
額
を
加
算
し
て
見
積

る
の

で
あ
る
.
こ
は
大
正
五
年
度
以
來
の
見
積
方
法
で
あ
る
が
、
孕
均
見
積
方
法
は

一'時
納
付
額

の
見
積
に
適
用
せ
ら
る
.

時
事
問
題

租
税
収
入
の
蟄
算
見
積
な
論
ヂ

.

第
九
巻

(第
五
號

」
〇
九
)

七
二
三

昌.



O

唖

時
事
問
題

租
税
牧
.入
豫
算
の!見
.積
怨
論
ず

第
九
巻

(第
五
號

一
】
9

七
二
四

、
の
で
あ
る
ゆ
相
維
税
の

一
時
納
付
額
を
雫
均
見
積
方
法
に
依
て
見
積

る
こ
ε
は
不
當
で
は
な
い
、
只
問
題
は
前

々
年
度
以
前
の
三
年
雫
均
に
.て
足
れ
り
や
否

や
で
あ
る
、
理
窟

か
ら
い

へ
ば
被
相
績
人
中

に
偶
々
大
富
豪
が
あ
る

の
ぜ
、無

い
の
ご
で
多
少
攣
動
を
免
れ
漁
か
ら
、
三
年
平
均
よ
り
も
五
年
季
均
が
よ

い
で
あ
ら
う
、
若
し
三
年
季
均

に
固
執
す
れ
は
、
五
箇
年
中
最
高
最
低
を
除
き
れ

る
三
箇
年
の
平
均

こ
し
て
も
然

る
べ
き
で
あ

る
。
.然

る
に
大
正

む

　

　

ロ

　

　

　

　

　

　

リ

コ

　

八
年
度

の
豫
算
見
積
注
に
依
れ
ば
清

酒
造
石
視
、
兌
換
銀
行
券
獲
行
税
は
、
却
て
五
箇
年
中
最
高
最
低
を
除
き
た

る
三
箇
年
雫
均
を
取
て
見
積
て
居

る
、
蓋

し
卒
均
見
積
方
法
に
於
て
長
き
に
亘
る
年
を
取
て
雫
均
す

る
か
、
若
く

は
長
き
に
亘

る
年
を
敢
て
其
最
高
最
低
を
除
き
て
}千
鈞
を
す
る
の
は
、
其
實
牧
額
が
年
に
依
て
大
に
動
く
や
う
の

視
種

に
適
用
す

べ
き
で
あ

る
。
豫
算
編
製
者
は
清
酒
造
石
税
#

に
兌
換
銀
行
券
獲
行
税
を
以
て
此

の
如
き
税
で
あ

る
ご
断
定
し
だ
の
で
あ
ら
弓
。
然

ら
ば
之
に
類
似

の
視
を
何
故
同
様
に
認

め
さ
る
か
の
疑

か
起

る
。

　酒
に
就
て

い
へ
は
清
酒
造
石
税
ご
其
他
の
酒
造
税

と
に
.於
て
何
故
見
積
方
法
を
異
に
す

る
か
、
濁
酒
.白
酒
味
淋

焼
酎
菩
の
消
費
は
清
酒
の
消
費
程
攣
動
せ
な

い
も

の
こ
見
投
の
で
あ
る
か
、
疑
は
し
い
。清
酒
造
石
税
ε
其
他

の
酒

造
税
&
を
匠
別
し
て
見
積
を
な
す
上
に
、
是
等
の
酒
造
税
ご
萎
酒
税
井
に
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
視
ご
は
亦
大
に

見
積
方
法
を
異
に
し
て
居

る
、
帥
ち
前
者
は
李
均
見
積
方
法
に
依
り
後
者
は
自
動
見
積
方
法
に
依
て
居
る
、
前
者

の
牧
人
は
年

に
依

て
大
に
攣
動
ず
る
も
の
で
、
後
者

の
牧
人
は
燕
ら
す
`
す
る
の
で
あ
る
か
ご
思
は
れ

る
。
或
は

婆
酒
等
の
消
費
は
年
々
増
し
行
ぐ
か
ら
、
最
近
の
消
費
額
を
基
本
ざ
し
、
清
酒
の
消
費
は
左
程
増
し
て
行
か
ぬ
、

●

¶

6



「

寧
ろ
前
々
年
度
の
酒
造
石
数
を
以
て
多
き
に
失
す
ご
な
し
、
そ
れ
を
除

て
見
積
る
爲
め
に
五
箇
年
中

の
最
高
最
低

」
.

を
除
き
た
る
三
箇
年

の
平
均
ε
し
た
の
で
あ
る
&
辯
解
ナ
る
の
で
あ
ら
う
。

し

も

マ

も

　

　

　

コ

コ

　

次
に
兌
換
銀
行
券
堤
行
税
の
牧
人
を
算
出
す
る
に
、
前

々
年
度
以
前
五
ケ
年
中
最
高
最
低
を
除
き
六
る
三
箇
年

李
均
課
税
獲
行
高
を
基
本
ご
し
な
る
の
は
最
近

の
牧
入
額
非
常

に
愛
動
ず
る
に
因

っ
た
も

の
ε
見
ね
は
な
ら
漁
、

そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
ご
し
て
、
何
故
類
似
の
流
通
枇
を
同
様

に
取
扱
は
さ
る
か
、
兌
換
銀
行
券

の
伸
縮
は
他
方
に

投
機
に
影
響
し
商
工
業
の
景
氣
に
も
關
係
す
る
も
の
な
れ
ば
少
く
ご
も
取
引
所
椀
牧
人
の
見
積
も
同

一
の
方
法
を

探
ら
ね
ば
な
る
ま

い
、
印
紙
税
、
登
鎌
挽
等
.の
牧
人
も
亦
前

々
年
度
基
本
見
積
方
法
に
依
ら
す
雫
均
見
積
方
法
に

」

依
て
算
定
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
其
然
ら
ぎ
る
よ
り
見
れ
ば
、
當
局
者
に

一
貫
し
穴
る
方
針
な

か
り
し
も
の
ε
評
せ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
.
.

.

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

　

　

コ

　

　

　

　

　

　

り

　

　

之
を
大
正
元
年
度
よ
り
同
七
年
度
に
至
る
見
積
方
法
に
徴
す
る
に
、
兌
換
券
獲
行
視
は
、
前

々
年
以
前
三
箇
年

課
挽
す
べ
き
獲
行
李
均
額
を
基
本
ピ
し
て
見
積
る

こ
ご
を
常
ご
し
て
居

つ
穴
、
清
酒
造
石
税
は
、
其
他

の
酒
造
税

ε
同
様

に
、
前
々
酒
造
年
度
以
前
三
酒
造
年
度
叩
均
課
税
石
敷
を
基
本

ε
す
る
こ
ε
を
例

こ
し
て
居

つ
允
、
只
大

正
五
年
度

に
於

て
清
酒
外

の
酒
造
税
の
牧
人
見
積
に
大
正
三
酒
造
年
度
裸
視
石
敷
を
基
本
円
し
な
る
こ
ε
あ

っ
允

の
み
で
あ
る
。
沖
縄
縣
酒
類
出
港
視
の
見
積
は
之
に
反
し
大
正
元
年
二
年
三
年
五
年
六
年
は
前

々
年
度
出
港
石
高

を
基
本

ε
レ
て
居

っ
た
が
、
大
正
四
年
#
に
七
年
八
年
は
前
々
年
度
以
前
三
箇
年
疫
卒
均
出
港

石
高
を
基
本
と
す

,

時
事
問
題

租
税
攻
入
豫
算
の
見
衝
な
論
ず

第
九
巻

(第
五
號
.
】
.=
.V

七
二
五

,

`
ド



・

1

]
、
相

続

基

礎

額

ケ
年
度
實
乱取
平
均

額

舗撫

響

一

円}

豫

算

額

調

定

濟

額

二

、

取

引

所

税

税

額

三
、空
玉
、8
昌円

豫

算

額

!

E
、大
量
、0
呈
"
.

調

定

流

類

四
、霊
湘
、署
四
円

時
事
問
題

租
税
般
入
豫
算
の
見
積
た
論
ず

第
九
巻

(第
五
號

一
一
二
)

七
二
太

る
こ
ε
に
.な

つ
な
、
取
引
所
視

の
見
積

方
法
も
從
來
匠

々
に
し
て
、
大
正
元
年
五

年
六
年

の
如
.き
は
前

々
年
基
本

見
積

方
法

を
探

り

、
其
他

の
年

は
大
鎧
に
三
年
中
均
見

積
方

法
を
探

っ
て
居

る
。

ロ

む

ロ

ほ

む

む

　

り

　

　

　

む

ロ

　

む

む

　

む

む

む

　

　

む

む

む

む

ほ

以
上
論
ず
る
所
に
依
て
之
を
観
れ
ば
、
大
正
八
.年
度
の
豫
算
見
積
方
法
に
於
て
は
清
酒
造
石
税
ε
兌
換
銀
行
券

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

O

O

O

O

O

O

O

弓
.

O

O

O

O

D

O

獲

行
視

に
於
て
新

例
を

開
き
た

る
も

の
&
断

官
す

る
こ

ε
が
出
乗

る
。

今
大
正

元
年
以
降

に
於

け

る
相
続

税
、
取
引
所

挽
、

党
換
券
獲
行

穐
、
酒
造
税

、
沖

縄
縣
酒
類
出
港

税

の
豫
算

見
積
額

ピ
調
完
済

額
ご
を
饗
照

す
る
に
左

の
如
く

で
あ

る
。

、

大

正

元
牟
度

同

二

年

度

同

三

年

度
、

同

四

年

度
.

同

五

年

度

同

六

年

度

同

七

年

度

同

税

、
.

・

前

々
養

以
前

・

同

上

同

上

同

上

前
々
幾

。
前
三

ケ

同

上

・

上

・

。.、暑

、5

一
£
兇

δ
倉

円

寒

0　
百

四
四四

呂
、さ
兄
、山£
一円

託
、
孟
ユ
、一
発

}

四
、
O
二
二
、
一
四
〇

即
、
ロ
二
二
ユ

唱
〇

三
、
四
d
一
著

琶

…

}

輩
蕊
罪

囚
、
　兄
0
、
湘
(
(

四
、
ニ
カ
O
、
湘
(
(

『
〇
三四
或
窩

昌
」
兄
九
、
ズ
六

二
、
昌
乃
九
」
八
六

瓢
、
豊
(
、
六
二
八

四
」
天
四
、
三
二

}「、
九
九
(
、
熟
0
ゼ

寒

国
呈

、起
毛

年
度
平
均
課
税
便
格

及
年
賦
延
納
額

一
、
九
九
八
、
七
ヵ
内

省
呂
六
、
O
讐
[

昌
、
=

ゼ
、
二
七
〇

二
λ

五
鼠
、
嵩
〇
二

四
、
二
〇
五
、
昌
一【三

三
、
省
↓
湘
、
凹
く
尾

.

旦
、
三

内
、
四
(
三

四
」
δ
内
、
　=
二

二
、
δ
(
壱

四
三

充

一
6

芭

ユ
2

0
五
、
〈
知
酉

島
、
三
曲
爽
、
九
内
肛

囲
、
呪
九
八
、
胃=
鵬

E
、
四
〇
五
、
省
(
三

四
、
八
六
E
、
昌
ロ
四

一
〇
、
(
]
カ
、
四
六
ヨ

一[
、
穴
ヵ
穴
馬
二
三

(
七
六
、
ゼ
四
二

晶
、
響
肩
、
一
.0湘

モ

六
〇
昌
、
(
垂

心
「
四
宝

、
内
ヵ
八

O
、
四
七
一
、
六
九
八

力
δ

六
凱
、
0
大

八

卑

度

三
盆
二
圏
、
囁
困臨

一
自

層
別
、
(
幽
昌

ユ
、
識
内
相
、
一
口
塾

二
、
力
凹
凸
、
幽
四
国

八
、
識
一
〇
、凪
昆

(
、
籍

O
、臨
O
並

、



,

`

9

取
引
所
醤
業
脇

戸

基

礎

額

課
税
標
準
額額

豫

算

額

認

定

濟
.
碩

1

ーー!

1fーーー

1「「

昌
峯

、
四
豊

門

へ料 ケ前

壷灘
分i.平 鹿
な割 均以
減ル手前
す加駁三

準一前前
額 ケ年 々

牟 八手
間男 九
課 に月

,税 至 二
擦 る6

四
、
四
七
[
、
二
二
五
円

六
七
〇
、
六
九
カ
日

四
六
力
、四
八
湘
附

合

へ
、
四
茜

四
、
O
夫

二

六
四

穴
O
且
、
七
詮

大
星

-
七
]軒
.

　
、
ユ
発

』

倉

前

々
年
度
課
税
標

蜷
額

況
、
厄
命

、
裳

八

合

(
、
閏
炎

空
喜

、さ
=

】
、
四
一
〇
、套

O

税rFり 前
・標均渦離

塁燕 講
糞 糞 壷 課の遡

前

々
年
度
以
前
三

ケ
年
度
平
均
課
税

標
準
額

引

竺

尊
兄

、
六
一
六

一
、
一
莞

.
四
四
二

一
」
発

、
鎧

二

取

引

税

基
.

礎

額

前
身
年
度
費
買
高

高箇前
=等々

度年
費度
買 以
準 前
均三

同

上

前

々
年
度
以
酊
三

箇
年
度
喪
買
卒
均

高

ド
十
割
な
加
ふ

前

々
年
九
月
よ
り

前
年

八
月
に
至

る

一
箇
年
間
諜
紛
標

準
額

前
々
年
度
課
税
標

準
額

前
年
九
月
よ
り
遡

叫
滞
三
箇
年
間

の

平
均

一
箇
年
分
課

税
標
準
額

前
々
年
度
以
前
三

箇
年
度
李
均
裸
視

標
準
額

課
税

標

準

額

　
、o
=ロ
、翁

、慧

。

　
、垂

、蓋

、　芸

　
、甕

.冥

、
昊

七
、三
六
、婁

、署

内
、
　「三

、至

、暑

窒

藁

莫

・六
三

一
・　・喬

・
八窒

・四
坐

西

・賞

一・
=
=
・莞

醐 豫 脱

塩清

紙 額 額

モ

空
耳
δ
〇
三
尉

吊

穴
一董
δ

0
謡
門

四
、
七轟
肉
、凶
三四
円

三
、
兌
換
銀
行
券
鞍
行
税

基

礎

額

獲
行
平
均
額額

豫

算

額

調
定

濟
額

前

々
年

以
前

三

ケ
年
.課
程
騎
行

苧
均
額

,

穴
(
、
へ
一三
、
三

六
円

八
杏

ご
天
四
円

八
六
〇
、一
天
四
円

一
、
蛮

(
δ

一至
月

四
、
ロ
】三

、
西

〇

四
、
]
二
二
、
一
四
〇

三
、
署
「

七薯

同

上

査

、
一　究

、
ご
=

(
一六
、
「三
力

八
一
六
、
㎏E
九

】
、
六
三
四
、
一
四
(

四
、
三
九
〇
、
力
八
八

四
、
[完

0
兄

く
八

「「
、
虐

≒

コ

四

同

上

莫

、
究

一
、
き

湿

.

空
ハ
]一、
一晃

九

力
六
.
一
一、
胃兄
西

↑
、
蓋

(
、
八
…=

時
事
問
題

租
税
牧
人
誤
算
の
見
櫨
か
論
ず

嵩
-
六
一
　「、
四
五
閏

二
、
紅
二
九
、
四
一八

四
.、
五
署

、
二
六
昌

同

上

(
(
盆
盒

β
註

一
、
一〇ゼ
、
回三
二

「

一〇ゼ
ま
一三

湘
査

δ
豊

三
、
=

O
、
錘

八

暫】
、
=

O
、
蒙

八

(
、
0
翌

.
三
七

同

上

(
閏
、
(
=

δ

兇

一
δ
六
『

三

八

一
、
〇
六
〇
、
三

八

一
、
愛

O
、
栗

六

四
、
五
署

、
E
一五

四
、
三

誓

五
全

力
西

O
(
、
ゼ
盗

同

上

美

.(
閤
誓

…
一
蓋

九
六
〇
、
五
湘
一「

突

0
・
亮
二

話九
ル
、莫

七

9

第
九
巻

(第

五
號

一
=
二
}

七
二
七

六
、
四
五
、[
、四
三
二

{ハ
、
四
豊

、
畑
　三

同

上

並

、
六
突

、
O
一
口

』

八
紮

£
老

(
典

、
一三
七

七
、
雪雲
一
δ

二

七
、
蓋

一
、
O
{e

前
々
年
以
前
五

ケ
年
中
最
高
最

低
な
除
き

た
る

三
ケ
年
卒
均
課

税
嶺
行
高

藍

、内
発
、n
δ

へ
空
ハ
.量
ゼ
.

(九
六
、二
毛

動

吐

●



1

」
.

.

時
事
問
題

租
税
攻
入
豫
算
の
見
積
か
論
ア

第
九
巻

(第
五
號

=

四
)

七
二
八

四
、
濡
酒
造
石
枕

基

礎

額

課
税
石
高

種

・

額

豫

算

額

其
の
他
酒
造
税

基

礎

額

課
税
石

高

撹

額
.

豫

算

額

酒
造
税

計

課
税
石
高

税

額

豫

算

額

調
定
濟

額

、

前

々
酒

造
年
度

以
前
三

ケ
年
度

平
均
課
税
石
高

三
、空
八六
、九五
〇
石

莞

、三
三
三

四
(円

居
㌍
、
兄
一;
一
、
一四
く
円

前

々
酒

造
年

度

嚇以
前

三

ケ
年

博圧

平
均

課
税

石
高

二
督
「
へ嵩
く
石

火
、
耳兇

、
一六
】
一円

六
、冒西
聖

菟
巳
日

劇
,
…西
口
、
矢

(
石

A
五
、
壱

一一
、
三

〇
円

(
五
、
六
七
こ
喜
=
0
円

訟

、
三
究

、
力
二
〇
円

五
、
沖
縄
縣
酒
類
出
港
桃

基

礎

額

調 裸 視 阻

塞算 芸
額 額 額 菰

前
々
年
度
出
港

石
高

二
、D
ご
一石

琶

三
合
目

君
0
、二
合
円

矢

、
;
=
円

同

上

三
£
〈
一「晃
五
九

省
伽
、茜

0
、一三
九

ゼ
ヵ
舜
脳
O
」
冒完

同

上

」天
ゼ
、
一議
昌

六
、
六
へ
八
、
闘
犬
四

六
、
六
く
八
、
四
六
四

.

四
、
一思
O
、
昌
=

八
六
、司三
八
、
パ
O
'「

(
宍
・　三
(
、
六
昌

吉

、
四
三

、
一
三

同

上

胃【
、
[δ
七

曲

、
(
　
O

茜

、
飛

0

貯
一
、
二
【=

同

上

四
δ
丑

、八
〇
三

(
て
0
発

、
二六
〇

(
「
δ
畳
湘
、二
六
〇

同

ヒ

.

三

〇
、
一
八
三

ゼ
、
胃三
(
蛭

耳
八

ゼ
、
三
民

、
五
話
八

四
、
鼠
六
呂
、
九
(
虹

(
八
、
二
念

、
七
九
(

(
(
、
昊

ゼ
2

欠

抽
二
、
八
8

、
茶

二

同

上

一
、大
量

叉

、三
.
……

属(
、
;
三

壬
ハ三
五
二

同

上

'
四
、
一膏
一
、
一三
省

会

、
四
=
八
、
　
空

(
O
、O
召

、
云

云

同

上

胃三
七
£

四
六

(
、
〇
四
四
、
厚
四
六

ゼ
、
七
二
ゼ
、七
温
六

四
註
一〇
、
忌
…晶

空

、'四七
く
、三
唱

(
七
べ

一九
δ

三

全

べ
三

、且虹
昌

霧
雑
器

港

石
高

一『
六
六
〇

杢

δ
藩

六
二
、0琵

一三
、二
三

■

同

上

嵩
£
塾
〕
、ゼ
一【ヨ

七四
忌
九
(
犬
　三

七
カ
忌
力
(
べ
曇
.

前

マ
酒

造
年

度

課

税
石

高

.

胃冨
力
、三

二

八
、五
(
[一、二
茜

く
、丑
(
一一、
[三
四

四
、
　昔

・四
美

(
A
三
(
一
δ
六
心

(八
、三八
一
δ
壱

会

£
四〇
、妬
(
二

前

々
年

度
出
港

石
高

一
、至

(

.

嵩
内
、
号
三

昌
六
、
三富三

巴

、
四昊

同

上

三
元
〇
三
、窒

〇

七
く
δ
六
呂
、窒

昌

届
く
δ
套
て
四五
昌

前

々
酒
造
年
度

以
前
三

ケ
年
度

.平
均
課
税
石
高

三
五
六
、
隅
ハ
O

(
西

ゼ
ニ
、
(
壬

(
、
四
七
ニ
、
八
九
一

四
美

果
閂
お

八
六
、
馨
一六
、
三
四
四

(
六
、
導
=
ハ
、
茜

幽

一
〇
一
-糞

二
君

一=

同

上

,
同

上

四
δ

三
六
ご
豆

(
O
君

四
四
、
E
九
二

.

塩

(
0
・
ゼ
三
〇
、
六
貞

一
δ

(
二

二
五
9忌
6

r

一蓋

、
【三
〇

・

天

、
西

五

同

上

.

ユ
哲
西
、
七
七
匹

力
、
話
(
一
盛

九
〇

カ
、
二
六
力
、
九
六
一

凹
、
四
一五
£

八
「「

四
〇
、
=
天
二
八
出

鉗
口
δ

ロ
O
、
六
三
湘

出三前港
ケ 々

石年 年

藁 高難
、

前
々
酒
造
年
度

以
前
五

ケ
年
中

最
高
最
低
な
除

者
允
る
一ニ
ケ
牟
+
度

平
均
課
税
石
高

四
、]=
(
、ハ〈
　【

カ
で
9

宍
a
内
力

聖

二
歪

、宍
四

同

上

四
亮

二
倉

=

、一三
九
、ゼ
〈
六

6

バ
〈カ
、二
四
〇

四
、
登

へ
δ

苫

一
〇
八
、二
四
六
、
百大
耳

一
〇
三
、
r
五
諦
、
0
】西

同

上
て
茎

八

四
く
、(
石

四
望

冒頭

曽
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●

Q

o

O

O

D

O

O

O

O

O

O

O

Q

O

O

つ

U

O

り

O

O

"

O

O

O

O

O

O

右
表
に
撮
て
之

を
観
れ
ば
、
相
纏
視
の
豫
算
見
積
は
其
初

め
鯨

り
實
際
巴
隔
た
ら
さ
り
し
が
、
大
正
五
六
年
頃
に

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
.

●

●

●

は
相
違

の
開
き
を
生
す
る
に
至

つ
π
、
足
れ
戦
争

の
影
響

に
依
り

「
般
に
富
の
増
せ
し
結
果

で
あ
ら
う
、
取
引
所

O

O

O

O

O

O

O

O

ロ

Q

O
.

O

Q

O

噂

O

G

二

〇

Q

O

O

Q

O

O

●

●

0

0

0

0

0

0

0
.

O

O

視
に
至
て
は
認
定
濟
額
は
豫
算
見
積
額
の
二
倍
を
超

へ
て
居
る
、
酒
造
税
は
之
に
反
し
て
豫
算
ざ
實
際
ξ
の
問

に

。

。

。

0

。

.

。

●

・

"

○

●

.

。

。

。

。

5

。

。

。

叫

。

。

D

。

。

。

。

懸
隔
が
な
い
。
兌
換
銀
行
券
獲
行
枕
の
牧
人
は
豫

算
の
見
積
を
裏
切
っ
て
居

る
o
此
対
照

に
依
り
豫
算
見
積
方
法

の
良
否
を
割
断
ず
る
こ
ご
出
來
や
う
。

の

の
　

　

コ

　

む

　

芭
、
大
正
八
年
度
の
豫
算
が
自
動
的
見
積
方
法
を
探
れ
る
も
の
に
就

て
之
を
見
る
に
、
税

に
依
て
は
或
は
前

々

年
度

の
事
賢
を
取
り
或
は
前
年
度

の
事
實

叢

ゲ
或
は
最
近

】
定
日
の
事
實
を
取

る
も

の
が
あ
る
が
、、
牧
得
挽

ご

流
通

税

ご
潰
費
税

ε
に
分

っ
て
別

々
に
観

察

し
「て
見

や
5
。

卵
審

に
就
て
い
へ
ば
、
其
牧
人
見
極
を
な
す
に
際
し
、
丁
度
前
年
度
に
於
け
る
第
三
種
所
得
挽
の
所
得
禦

　

り

　

快
走
せ
ら
る
、
か
ら
、
そ
れ
を
捉

ふ
れ
ば
最
新

の
事
實
を
知

る
こ
ご
が
出
来
る
、
鞍
業
椀
に
於
け
る
課
税
標
準
の

額
も
、
之
に
先
ち
五
月
頃
決
定
せ
ら
を
」
か
ら
、
そ
れ
を
抑
ふ
れ
ば
よ
い
、
第

一
種
所
得
税
は
法
人

の
決
算
を
捉

て
課
す
る
が
故

に
、
勢

甑
前
年
度

の
車
賃
を
基
恋

し
て
見
積
書

さ
ね
ば
な
3
ぬ
、
第

一
種
所
得
税
嘉

ゴ
種

　

　

　

　

　

所
得
税
ご
が
見
積
る
べ
き
基
本

の
時
期
を
異
に
す
る
は
之
が
矯
め
で
潜
る
。
特
殊
特
業
視
た

る
鑛
業
税
井

に
萱
藥

の

　

　

瞥
業
税
に
就
て
之
を
見
る
も
、
鑛
業
税
中

の
鎮
座
税
は
、
前

々
年
度
の
實
牧
額
を
基
本
ε
し
、
鑛
匪
税
と
賢
藥
螢

業
視
は
前
年

百

百

現
在

の
事
實
を
基
本
ご
し
て
居

る
、
更
に
鑛
匠
椀

は
採
掘
鑛
匠
税
ご
試
掘
鑛
匝
挽
ご
砂
鑛

,

腓
事
問
題

租
税
攻
入
豫
算
の
見
積

為
論
す
.
.

第
九
巻

〔第

五
號

.一
一
五
)

七
二
九

.

、
・



づ

、
.

.

、

.

顧

時
事
問
題

租
税
牧
人
豫
算
の
見
積
な
論
ず

第
九
毬

(第
五
號

一
一
六
)

七
三
〇

税
こ
の
三

に
分

つ
こ
ご
を
得
る
が
.
其
中

に
て
も
試
掘
籏
歴
椀
の
如
き
は
年
々
受
動
を
生
寄

る
を
免
れ
ま
い
、
蓋

・

し
景
気
好
く
投
機
の
流
行
す
る
に
至
ら
は
試
掘
を
願

ひ
出
つ
る
者
多
く
な
り
行
き
て
其
牧
人
を
増
す
に
至

る
か
ら

で
あ
る
。
故
に
基
本
ε
な

る
べ
き
鑛
匠
の
調

へ
鳳
年
月

の
近
き
穏
健
實

ε
な
る
べ
き
で
あ
る
、
前
年

一
月

[
日
現

、

.

在

に
.依
り
た
る
は
如
何
な
る
理
由

に
依

る
か
、
大
正
五
年
度
以
降
大
正
七
年
度
迄
探
り
来
り
し
基
本
・帥
ち
前
年
度

四
月

一
日

の
現
在
を
知
る
方
却
て
適
切
で
な
い
か
ピ
思
ふ
。
.

,

是
等

の
股
得
視
の
中
第

一
種
所
得
税
第
二
種
所
得
税
費
藥
糖
葉
税
は
自
動
的
見
積
方

法
た

る
こ
ε
論
な
い
が
、

其
他

の
挽
は
外
観
上
減
牧
見
積
方
法
と
い
ふ
て
も
よ
い
、
減
牧
見
積
方
法
を
探

る
こ
い
は
ゴ
大
正
八
年
度
を
悲
観

し
な
や
う

に
見

ゆ
る
が
、
之
を
過
去
に
徴

す
る
に
、
減
牧
見
積
を
な
し
た
る
こ
ご
更
.に
甚
し
き
も
の
が
あ

る
、
即

ち
第

】
種
所
得
税
に
就
で
い
へ
は
、
大
正
四
年
度
に
於

て
は
百
分
二
を
減

し
大
正
五
年
度
に
於

て
は
百
分
五
を
減

し
て
居

る
、
第

二
種
所
得
税
に
就

て
い
へ
は
大
正
五
年
度
に
於
て
百
分
二
を
減

じ
て
居

る
、
第
三
種
所
得
税
に
就

て

い
へ
は
大
正
三
年
度
に
百
分
五
を
減
し
大
正
四
年
度

に
百
分
七
を
滅
し
大
正
五
、六
、
七
年
度
に
、

　
割
を
減
し

て
居
る
、
特
業
税
に
就
て
い
へ
は
、
大
正
二
一二
年
度

に
百
分
五
を
減
し
、
大
正
四
年
度

に
百
分
十
を
減
し
.
大
正

五
年
度
に
百
分
七
を
減
し
、
大
正
六
年
度

に
百
分
三
を
減
ひ
て
居
る
、
然

る
に
大
正
八
年
度

に
放

て
は
第
三
種
所

得
枕
に
百
分
三
を
減
じ
な
る
の
み
。
故

に
大
正
八
年
度
を
以
て
世
界
職
勃
独
以
後
何
れ
の
年
よ
り
も
悲
親
し
な
る

も
の
と
見

ろ
こ
ε
田
家
ね
。
寧

ろ
樂
蜆
し
穴
る
も
の
ご
も

い
へ
る
。
さ
れ
は
政
.府
當
局
者
が
大
正
八
年
の
豫
算
を



.

.

●

以
て
悲
観
の
上
に
立
て
る
豫
算
こ
い
ふ
も
之
を
信
室
る
こ
ε
出
來
繊
、
思
ふ
に
大
正
四
年
度

の
豫
算
は
世
界
戦
勃

獲

の
際

に
見
積
り
な
る
も

の
な
れ
ば
、
之
を
悲
観
し
て
減
牧
見
積
方
法
を
探

つ
穴
の
も
相
當

の
理
由
を
具

へ
て
居

る
と
謂
は
ね
は
な
ら
漁
、
其
後
戦
時

の
景
氣
が
あ
ら
ば
れ
凍
り
π
る
に
及
て
も
伺
減
牧
見
積
方
法
を
踏
襲

し
來
り

し
は
、、

果
七
て
當
を
得
れ
る
も

の
な
り
や
疑
な
き
を
得

な
い
、
其
莫
大
な
る
自
然
増
牧
を
得
な
る
は
全
く
此
見
積

方
法
の
結
果
ε
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
ふ
に
景
氣
が
上
り
坂

に
あ
る
間
は
所
得
税
、
螢
業
税
、
鑛
産
税
、
試
掘
鑛

肩回
視

の
如
き
直
接
税
は
最
も
其
…収
入
を
楓
旧
す
も

の
で
あ
る
、
此
の
如
き
慣
例
A
羽
に
は
鳳増
敢
見
積
方
法
を
取
り
て
も
差

支
な
い
。
自
動
的
見
積
方
法
を
探

れ
ば
其
最
も
近
き
事
實
を
基
本

と
す

べ
き
で
あ
る
。
鑛
直
視
か
其
初
め
李
均
見

積
方
法
収
り
し
を
改
め
て
大
正
五
年
度
よ
り
前

々
年
度

の
實
肢
額
を
基
本

ε
す
る
に
至
り
し
は
、
此
意
義
に
於

て

批
難
す
る
こ
ε
出
来
ぬ
、
第

一
種
所
得
税
が
竿
均
見
積
方
法
よ
り
前
々
年
度
基
本
見
積
方
法
に
移
り
し
も
同

一
様

に
諭
し
得
る
や
う
で
あ
る
が
、
其
最
も
懇
親

せ
ら
れ
把
る
大
正
四
年
度
よ
り
之
を
政
め
た
理
由
は
之
を
獲
見
す
る

こ
と
出
家
ぬ
。
回
し
根
櫨
よ
り
し
て
、
來
ら
ん
・し
す
る
年
を
不
景
気
と
見
は
減
牧
見
積
方
法
を
探

る
も
可

な
れ

こ

も
亦
卒
均
見
積
方
法
に
移

る
が
安
全
の
策
と
い
は
ね
は
な
ら
ぬ
。
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一
、
四
〇
〇
、
五
五
瓢

上

丁
同

一
㍗
E金

充

、(
ヨ

=
、(
夷

=
、八
東

一
二
、九
…宍

上

憲
δ
会

】己
、薯

0

二
、耳
五
六

=
、斗
五
六

羅
鮪
階
.

坪
数[

、昌
八
四
δ
昊

(
三
R
男
面

省
(八
£
ご
[

前
争

↓
月

「
日

現

在
鑛

匠
坪

数

六
、
(六
五
、話智
【

〕一、〇
五聖
さ

(

一
、力
五六
、苔
茗

現 前
在 牟
鑛 一

言 言 言 三 匠月
一ユ 或 ま £ 坪 一

美 巻 会 豊 数 日

　

む

　

む

　

　

　

つ

む

　

　

の

　

ロ

ロ

　

む

む

　

む

む
　

む

む

む

　

　

む

む

む

む

　

右
表

に
擦
れ
ば
螢
業
桃
、
萱
藥
瞥
業
視
、
採
掘
鑛
厩
撹
、
妙
策
轟
椀
等
の
見
積
は
比
較
的
事
貴
に
近

い
様
で
あ
る

、

「



.

ダ

'

り

ゆ

む

む

む

む

む

む

の

む

む

む

ロ

ロ

む

む

む

む

む

む

り

ロ

ロ

が
、
所
得
税
は
最
遮
に
至
て
其
實
牧
人
が
見
積
額
を
抜
く
こ
と
甚
し
く
な
つ
な
、
暴
れ
減
牧
見
積

の
爲
め
ε
謂
は

ほ

む

む

む

む

む

　

　

　

む

む

　

　

む

　

む

　

　

む

む

む

む

　

む

ね
は
収
ら
ぬ
、
鑛
座
視
、
試
掘
鑛
匝
挽
等
の
賢
牧
人
も
最
近
甚
し
く
豫
算
を
超
過
ず
る
の
を
見

る
の
で
あ
る
。

　

り

　

コ

・
流
通
税

に
就
て
い
へ
.は
登
録
税
、
印
紙
税
、
.通
行
税
の
如
き
は
、
脛
燐
上
の
受
動
あ
膨
は
、
面
様

の
方
向

に
愛

縛
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
登
録
税
印
紙
税
は
前
々
年
度

の
事
實
を
基
本

と
し
通
行
税
は
前

々
年
十
月
よ
b
前

年
九

.

月
迄

の
事
實
を
基
本

ご
し
、
こ

、
に
半
年
の
差
を
作
り
た
る
は
何
故
な
る
か
を
解
す
る
こ
と
出
来
蹟
。

　

　

　

　

　

叉
内
国
消
費
税
に
就
て
い
へ
は
、
砂
糖
消
費
税
、
醤
油
消
費
挽
、
石
油
消
費
税
、
婆
酒
税
、
酒
精
及
酒
精
含
有

飲
料
税
鳥
織
粉
消
費
税
は
経
済
⊥
の
景
気
不
景
氣

に
依
て
、
同

一
方
向

に
動
く
も
の
な
る
に
拘
ら
す
、
前

の
三
者

,は
前
厄
年
度

の
事
實
に
依
り
、
其
次
の
二
者
は
前

々
年
九
月
よ
り
前
年
八
月
に
至
る

一
箇
年

の
事
實

に
依
b
、
最

後
の
も

の
は
前
々
年
十
月
よ
b
前
年
九
月
に
至
る

一
箇
年

の
事
實
に
依

て
居

る
、
此

の
如

き
差
別
を
設
く
る
理
由

、
は
殆
ε
之
な
し
ざ
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
尤
も
清
費
枕
の
蔵
入
の
實
績
に
鑑
み
る
ε
、
石
油
消
費
税
、
醤
油
消
費
税

の
如
き
は
、
其
獲
達
遅
々
な
る
の
み
菰
ら
事
、
却
て
減
す

る
傾
な
し
ざ
せ
な
い
か
ら
、
そ
は
別
論

こ
し
て
も
よ
い
、

砂
糖
、
萎
酒
、
織
物
に
至
て
は
年
ε
共
に
伸
び
て
來
て
居

る
、
之
を
別
扱
ひ
に
す
る
必
要
は
な

い
ご
思

ふ
。

　

　

　

つ

む

　

の

　

　

　

　

　

　

.

見
積
方
法

の
墜
遷
を
見
る
に
、
萎
酒
税
井
に
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
視
は
、
其
初
め
三
年
雫
均
見
積
方
法
を
探

り
し
も
の
な
る
が
、
大
正
五
年
度
よ
う
前
年
度
課
枕
石
数
を
基
本
こ
し
て
見
積

る
こ
`

、
な
り
、
大
正
八
年
度
に

翌
b
前
々
年
九
月
よ
り
前
年
八
月

に
至
る
課
税
石
筒
を
基
本
ε
し
て
見
積
る
や
う
に
な
っ
た
、
年

々
の
消
費
激
増

嚇
蕎

題

租
税
牧
人
豫
算
寛

難

論
す

箆

巻

(第
五
號

一
三

)

七
三
五

へ.



/

時
事
問
題

租
税
取
入
課
算
の
見
積
を
論
守

第
九
巻

(第
五
號

三

二
)

七
三
大

し
て
已
ま
ぬ
嬉
†
恥
ぱ
、
其
見
積
方
法
の
愛
化
は
之
を
批
難
す
る
こ
ご
出
來
ぬ
、
殊

に
大
正
八
年
の
見
積
方
法
の

の

ゆ

　

　

　

如
き
最
も
將
來
を
樂
親
し
陀
る
も
の
こ
謂
は
ね
ば
な
ら
ね
こ
は
亦
織
物
消
費
税
に
就
て
も

い
ふ
こ
と
が
出
家

る
、

.

織
物
消
費
枕
は
大
把
元
年
度
の
頃
よ
り
同
六
年
度
迄
は
三
年
季
均
見
積
方
法
に
依
り
し
が
、
同
七
年
度

に
は
五
年

李
均
見
積
方
法
に
進
み
、
同
人
年
度
に
至
て
、
前

々
年
十
月
よ
り
前
年
九
月

に
至
る

】
箇
年
間
の
課
税
債
格
を
基

.

本
ご
し
て
見
積

る
こ
と

、
な

つ
な
、
而
し
て
此
期
間
は
織
物

の
最
も
騰
貴
し
而
も
最
も
質
れ
行
好

か
り
し
ε
き
で

.
あ
っ
投
。
足
れ
亦
大
正
八
年
度
の
織
物
消
費
税
見
積

の
樂
親
的
な
り
し
を
講
ず
る
こ
ご
が
出
來
る
。

む

　

コ

　

.

砂
糖
消
費
税
も
大
正
二
年
度
三
年
度
七
年
度
は
こ
年
早
均
見
積
方
.法
を
探
り
、
同
四
年
度
五
年
度
は
三
年
半
均

.見
積
方
法
を
探
り
、
同
八
年
度
は
、六
年
度

と
同
じ
く
前

々
年
度
課
税
斤
数
を
基
本
ε
し
て
課
祝
す
る
に
至

っ
た
。

の

　

　

　

　

醤
油
造
石
税
は
前
々
年
度

の
造
石
高
を
基
本

ご
し
て
見
積
る
方
法
を
探

て
改
む
る
所
な
き
や
う
で
あ

る
、
自
家

用
醤
油
挽
も
亦

一
定
期
日
の
「免
許
人
員
を
基
本

と
し
て
見
積
る
の
で
あ
る
、
即
ち
大
正
七
年
度
よ
・り
は
前
年

一
月

・現
.在

の
免
許
人
員
を
基
本
ε
し
て
算
出
す
る
こ
ご
に
な
っ
て
居

る
、
そ
れ
よ
b
前

に
あ
り
て
は
、
大
正
元
年
井
に

二
年
に
は
前
年
六
月

一
日
現
在
を
基
本

ご
し
、
大
正
三
年
乃
至
六
年
は
前
年
七
月

一
日
現
在
を
基
本
ε
し
て
居

つ

陀
、
費
藥
瞥
業
税
違
同
じ
様
な
愛
遷
を
し
て
居
る
、
期
日
は
多
少
蓮

ふ
が
、
鑛
旺
税
で
諭
し
血
事
は
弦
に
も
あ
て

は
ま
る
。

、

　

の

　

　

　

石
油
消
費
枕
は
前
々
年
度
課
税
石
敷
を
基
本
近
し
て
見
積

っ
て
居

る
、
大
正
元
年
よ
り
改
む
る
所
は
な

い
、
唯

A.

ノ

「



9
.

大
正
三
年
よ
b
減
牧
見
積

の
分
子
を
加
味
し
て
.今
日
に
至
て
居

る
。
r

ロ

　

　

ロ

・
開
枕
顧
視

に
至
で
は
大
正
八
年
度
の
豫
算
編
製

の
際
よ
り
遡
て
孚
グ
年
の
事
實
を
取
り
之
を
二
倍
し
て
見
積
を

な
し
て
居
る
が
、
こ
は
前
例
の
な
き
見
積
方
法
で
あ
る
、
世
界
戦
の
初
ま
る
前
に
は
、
前
々
年
以
前
三

ケ
年
度
輸

入
卒
均
額
を
基
本
ε
し
て
見
積
る
を
常

ε
し
て
居

っ
た
が
、
戦
時
中
輸

入
の
激
愛
す
る
k

從

ひ
雫
均
見
積
の
却
て

實
際
に
合
は
さ
る
よ
り
大
正
五
年
度
は
前
々
年
後
半
期
よ
り
前
年
の
前
半
期

の
牧
税
額
を
基
本
ご
し
て
取
り
、
大

正
六
年
度
は
前

々
年
度
の
牧
税
額
を
基
本
こ
し
て
取
b
、
大
正
七
年
度
は
前

〃
年
十
月
よ
り
前
年
九
月

に
至
る

一

箇
年
の
牧
税
額
を
基
本
こ
し
て
取
つ
な
の
で
み
る
、
大
正
八
年
度

に
至
て
は
、
最
近
学
年

の
牧
税
額
を
敢
て
之
を

倍
す
る
方
法
を
探

っ
た
、
こ
は
大
正
八
年
度
に
臨
輸
入
多
b
ε
見
て
、
最
近
の
過
去

に
於

て
最
も
輸
入
多
き
時
を

取

っ
た
も

の
巴
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
.
塗
膜
我
国

の
貿
易
は
暦
年
か
ら
い
ふ
て
前
半
期

に
輸
入
多
く
後
半
期

に
輸
出

多
く
な

る
を
常
例
ご
し
て
居

る
、
孚
グ
年
を
敢
て
二
倍
ε
し
て
來
年

一
ケ
年

の
輸
入
を
見
積
る
か
如
き
は
穏
當
こ

い
ふ
こ
ε
潤
束
ぬ
、
只
本
年

の
如
く
世
界
職
熔
み
輸
入
の
多
か
15
ん
こ
ご
を
期
待
し
得
ら
る
、
聴
に
於
て
の
み
許

さ
る
べ
き
見
積
方
法
酋
謂
は
ね
は
な
ら
ぬ
。

今
通
行
税
、
石
油
酒
盛
税
、
醤

油
税
、
砂
糖
消
費
枕
、
嬰
酒
税
、
酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
撹
、
織
物
消
費
挽
、

　

　

　

　

　

む

　

　

　

　

　

口

開
税
、
噸
挽

の
見
積
額
#
に
調
定
濟
額
を
野
照
す
る
に
左

の
如
く
で
あ

る
、
(印
紙
凝
録
税
等
の
印
紙
牧
人
の
額
は

之
を
詳
に
す
る
こ
ご
を
得
な
い
か
ら
藪
に
暫

く
之
を
省

く
γ

.

塒
箏
澗
題

租
税
牧
人
豫
算
の
見
積
な
論
ず
.

第
九
巻

(第
五
號

一
二
三
)

七
三
七

、

一 「



`

時
事
問
題

租
税
攻
入
豫
算
の
見
積
な
論
マ

大
正
元
年
度

同

二
年
度

一
、
通

行

税

基

礎

額

灘
.
叢

叢

・

上

税

額

三
、四
〇〈
-近
思

同

量
九
天
、
二三
　

豫
…

算

額

旦
、藩
(
.九
豊

円

田、
=
四
、
茜
血

潮

完

済

額

四
、話藍

8
三
六
円

圏
、(
垣

、
曹
西

二

、

石

油

消

費

税

基

礎

額

課
税
石
高

」

税

額

豫

算

額

網
走
濟

額

三
、
醤

油

.

税

額

豫

算

額

調
定
濟

額

醤
油
造
石
税

.

基
.
礎

額

課
税
石
.高

税

額

豫

算

額

前

々
年

度

課

税

石

高
一
、
究

(
、
穴
二
(
石

一
、
ヵ
ハ
(
、
六
二
八
円

一
、
沸
恥
(
最

[「八
円

一
・
ゼ
〇
七
-
四
一五
円

税
四
、
六
嵩
四
、
(
四
五
円

四
、
穴
三
四
、
(
四
耳
門

四
、
カ
〇
二
、
勲
五
乃
円

前

々
牟

課
税

石

高

モ
言
旦
-湘
(
ゼ
石

E
、全

山
、四
雲

門

ロ[べ
三
㍗

四豊

門

同

上

二
、
〇
一
四
、
ゼ
二
九

モ

9
四
、七
発

昌
、
〇
一
四
、
七
二
力

一
、六
六
(
2

0
二

四
、
七
く
九
δ

六
二

四
、
七
八
九
、
〇
六
二

四
、
巽

西
ー
ゼ
三

同

上

昌
、二
曲
(
、九
δ

閲
δ
O
て
〇
七
帽

四
、0
9

δ
七
七

同

三
年
度
.

同

同
.

上

閏
、
三
七
『

誓
=
八

四
、
五
み
和
、
一
四
七

四
、
響
策
、
〈
五
二

同

上

一
-
大
豊

、
呈

到

、一
、
套

二
、
O
豊

】
、
E
O
四
、
(
四
九

】
、
五
衰

、
嗣

五

團
、
(
竺

、穴
]
四

四
武

並

、
大
西

四
、
聖
画
、
妬
〇
二

同

上

管

嵩五
一
£
門

四
、0
聖
「
六
9

四
、O
西
目
-六
〇
一

策
九
巻

(辮
丑
就

一
二
四
)

七
三
八

四
牟
度

同

五
年
度

同

六
年
度

同

上

四
、
(
ゼ
…「
、善
玉
.

四
、
七
(
九
、
冒
三
六

四
、
〈
三
く
、
六
五
二

同

五

一
、
垂
釣
二
、
七
山記

】
謹

九
『

ゼ
大
力

「
、
四
蕊
呂
、
四
脚
二

一
£
葉

ま
(
F

四
、
丸
瓦
拙
、
乱
声
四

四
、
九
三
三
、
二
六
四

四
、
豊

ハ
・巨
糞

同

上

二
、
胃死
目
、
茜

二
噛

四
、
】
六
〇
、
「
二
四

四
、
一
春

、
三
四

」

畠
圃一

一闘

「

「

一

国
忌

晶
穴
、
(
再

四
、
〈
六
九
、
九
五
四

五
、
二
五
四
-響
西

岡

上

=
彗
巨

岩
〇
六

一
、
五
…「「三
、
七
〇
(

一
、
四
五
七
、
9
=

一
、
「
六
五
、
九
四
幽

四
、
西
天

、
閣
二

四
、
九
日
(
、
四
三
晶

E
、可=
三
£
契

同

上

　「、
　穴

「「
0
空

四
、
】
四
五
、
力
五
店

四
二

四
五
、
力
五
内

同

上

四
、
〈
ユ
〈
、
一
頭
四

四
、
A
冒「(
、
一
九
四

六
、
昌
娼
三
δ

(
(

同
.

上

一
、
導
天

、
(
六
〇

一
、
昇
天

、
八
六
〇

一
、
昌
へ
四
、
湘
七
四

=

塁

壁

四
昌
(

国
、
力
三

、
九
五
(

四
、
カ
=
一、
九
五
(

五
、
二
九
O
、
0
ぬ
七

同

上

モ

乗
(
、〇
四
二

四
、
三
内
、吾

六

四
、
三
六
、五
異

同

七
年
度

同

人
牛
皮

同

上

揃
聾

鯖

鳳

至

ろ
蜜

攻
額

郵
こ
謹
四
、
雇
五

六
、ヵ内
弧
、
0旧
〇

五
三
五
四
、
蕪
瓢

弐
£
六
五
、
D四
〇

同

上

一
、
〇
四
七
、
一
〇
一

ζ

〇
四
七
こ

£

九
四
昌
、
呂
巻

同

上

一
二

二
五
、
五
四
六

一
、
ご
竃
、
五
四
穴

一
、
2

昌
、
力
空

乱
、
=
全

・
四
合

玉
、
酋

な

莞

0

眠
、
二
八
昌
、四
(
目

玉
、
　西
海
、
七
八
0

同

上

呂
、
六
〇
四
、
四
;
九

四
、
藝
三

、
(
宍
由(

四
、
直
言三
、
(
大
弐

同

上

昌
、
五
(
六
、
嵩
0
(

四
、五
〇
〇
、
大
知
〇

四
、巴
0
0
・
六
西
0



融
完

済
鶴

自
家
思
醤
油
税

基

礎

額

免
.許
人
員

税

額

豫

算

額

調
定
済
額

　
、蒼

莞

肩

阻
、
一
室

、
(
一酉

同

上

＼

五
闘
沁
、
三
三
(

・
ゼ
(
ゼ
、
丸
く
五

百念

£

会

合

ロ、
人命

冊
、
茜
罵

誌
O

r

四
二
碧

・葦

七

基

礎 糖 済 算

額

見元 視

蟻
鍛視

高高二前
の及〃々
準璽年年均濁度度

斤移査以
鍛入定前

回'

上

四.
隆調 豫 税 免 基

砂 定 責 礎

浦 額 額 額 員 類

質 糧前

_往 年.

七 七 七 £ 鈍六
着.窒 窒 奎 許 月
ユ ま ゴ 西.八 『.
矢 苫 苫 膠 員 口
1'3円 円

同

八 ゼ.自 £
o八Aに 切
口 廿rロ ブb
、 、 、 、

ム ツし ぬ ゴ

免.盆 盆 天 上

現前
一 往年.

七 七 ゼ £ 免七
会 真 栄 舜 許月
商 δ δ 茜 人一
堂 三 三 倉 員 日

課
撹
序
数

税

額

豫

算

額

調
完
済
額

五
、
霙

酒

基

礎

額

課
種

石
高

税

額

豫

算

額

醐
定
、濟

額

「言

一
、
苺

五
、
舌

四
斤

一
四
、
六
六
七
、
九
四
宗
円

一
三
、
七
八
九
「
七
西
O
円

一
　
、
五
一
唱
-
昌
蓋

円

前
皐

鹿
以
前

霧

離

鵬

一
五
六
、
四
二
七
石

一
.
里
六
四
、
二
七
〇
円

く

五
六
四
、
二
届
O
円

一
、
突

四
、
0
圏
0
円

葺
酉

、
力
二
四
、
寒
西

翼

、
O
H着

座

O
カ

一
乱
、
=
証
、
二
四
三

三

、
0
翼
圓
、
口
固
沸

同

上

【
悉

、五
盃

「
、
六
「
弧
」

盟
〇

一
、
六
一
五
、
一
E
O

≒

曇

七
、
三
皇
(

六
、
.酒
精
及
酒
精
含
有
飲
料
税

僻
事
問
題

租
税
取
入
豫
算
の
見
積
為
齢
す

四
湘
「
、
0
四
四
、
四
一
二

昌
四
、
四
一丑
」
西
右

一
蔦

=

胃「
丑
紅
四

国三
、
四
望

己
空

同

上

「
ゼ
湘
、
九
且
皿

一
、
ゼ
六
角
、
呂
轟
〇

一
、
七
六
湘
、
冒亜
目

昌
、
耳
(
直
、
死

面

同

上

一
、
瓢
死

、
(
昌
0

薯

「マ

】
閥
0

妬
七
.凸
ユ

79
∩

七
会

・
八
諸

前
々
年
度
以

　剛
三
ケ
年
度

平
均
課
税
斤

五
二
〇
、
一
泡
竃
、
二
〇
里

註

、
八
二
芦
、六
九
五

一三
、
(
話
六
、
九
湘
ゼ

一三
、
屯
四
↓「
、
四
四
七

同

上

亮
(
、碧
天

一、
九(
卿
、昌
(
ロ

一
£
晃

、大
力
拍

昌
、四
(
(
』
突

四
、
葦

火
、
六
ん
D

同
.

上

一
、
四
九
ル
、一石

謡

七
六
一「
、
四
竺
【

其

一マ
思

六

七
薯

、
三
盆

同

上

誠
O
ゼ
、
(
冗

、
二
碧

昌
五
、
三
六
、
ヨ
大
眉

昌
載
、
曇
兄
、
　五
七

二
七
、
四
四
四
、
六
四
豆

雲鼕鼕
蓉旦8

課前

視 々葵

§簾

圏
盆

忌
、
…巻

同

上

]
、四
今

六
亮

心
耳
六
、
四
五
二

七
混
六
、
剛
乱
二

醤
≒
聖
君

前

々
年

度

課
税
片
敬

到
一六
、ゼ
瓢
八
、
廿
鵡三

二五
、窓

O
、(
E
湘

二五
』
ゼ
四
』
八
部

　湘
λ

一再

四
(
穴

同

上

昌
四
へ
べ

一
へ

二
、
四
(
八
、
一
(
ロ

同一、
四
(
(
、
ズ

O

、
四
、
一【二
四
、
(
一%

前
年

一
月

「
口

現

樹
.免
許

人

魚

一
、四
心
内
煮

=

ゼ
匝
O
、六
一四

七
血
O
、
六
酉

第
九
雀

(第
五
號

一
二
五
)

七
三
九

'
前

々
年
度

以

前

ニ
ケ
年

度

平
均

課
税

π

鍛
五三
八
、
一　三
、六
∩0

二
六
£
(
三
、
七
〇(

昊

謹

晃
、
四
ぎ

嵩
穴
、黒黒
「
六
(昌

同

上

禺
四
五
、
一
四
一「

四
.、O
超
内
、
一
亀
六

　【
、
へ
六
湘
δ

四
二

且

且

.
[
、四
七
　「
、
三
(
心

高

兀
・
一8

西

湘
、
【8

≒ 己 琴

奏嚢

課前
粉々
斤年
数度

擢
篇
饅

至

ゐ
課
税
石
高

四糞

、
0
茜

竃
、
五
九
二
、
四
〇
(

訟
、
胃=
昌
君

(
四



'

時
事
画
題

相
続
牧
入
豫
算
の
見
積
起
請
す

基

礎

額

課
税
石
高額

豫

算

額

前
々
年
度
以
前

三
ケ
皐
度
雫
均

裸
穐
石
高一

酉
、
ニ
ゼ
ゼ
石

岡

上

同

一
八
、
一至

三

茜

、
七
【三
円

一
δ

=
(
、
(
七
四

一
、
一
名
四
、
ゼ
ニ
…一日

一
δ

昊

、
倉

四

調
定
済
額

七
、
織
物
滑
費
視

基

礎

額

一
δ
己竺

訂三
七
日

前
.々
年
度
以
前

三
ケ
年
度
不
均

裸
視
便
整

ゼ
四
一
、
昌
三

上

同

一
層
、
三

寸

(
慧

、
四
証
九

(
{「血
、
四
五
湘

九
免
£
警
一

　劃讐
霜
賄
弾
簾
端

課
税
慣
格

課
税
偵
終

回

第
九
巻

(第
五
號

「
二
六
)

七
四
〇

上

[六
元

茜

ゼ
蟹

、
気
嵩

茜

管

一八五

醤
油
倉
E
己

前

々
年

度

糠
穂
石
高

上

同

一八
、}西
へ

空
六
、剛
空

空

六
、四
聖

豊

　
、発

E

同

上

同

上

同

一
廿
、交

ユ

(
一酉

、
空
死

八
二
四
、沁
六
九

倉

一
、
一蓋
九

前

々
筆

九
月

よ

`
上

げ

前

年

八
月

に

至

ろ
課
税

石

高

完

、
鷲
=

.
三
〇
£
量

七二
=
、望
0

茜

0
、冒=
.0

ゼ
ご
一元
〇四

脚
一三
、(
西

前

々
年
度
以
前

五
ケ
年
度
卒
均

上

課
税
便
楯

前

々
午
+
月
よ

り
前
年
九
月
に

至

ろ

一
ケ
年
賜

課
税
便
絡

畑
燃
狐
伽

債

格

一
へ
一「
、
ゼ
へ
昌
、
二
六
四
円

一
湘
一
、
A
O
二
、
〇
四
二

一
茄
4
.四
五
(
、
九
㈹
ゼ

一九
へ
、
七
一(
、六
一=

一
(
西
、
呂
〇
一
、
四
…天

一
七
四
、
五
四
出
、
四
〇
六

】
高
刀
、
「三
五
、
隅
O
ゼ

昌
一
(
、
{
附
穴
、
圏
内
占

領

ズ

、嵩

(
、
三

六
円

刃

、
一
合

、
き

四

晃

、
五
窒

、
(
突

元

、
へ
二

、
八
杢

一
へ
、
聖

O
、
西
四

一
七
、
豊

ル
、
童

一
望

九
三
・
五
四
[

三

、
(
窩

、六
異

豫

算

額

ズ

、大
豊
、
覚

一円

冗

、
天
O
、き

四

充

、茜

慈
八
裂

三
、九
δ
、
き
四

三
、
商
圏
、
=
五

署

、四
光

、旦
盟

調

完

済

額

一δ
、
一美

君
豊

門

拓
、
突
(
、三
九

」
六
£
並

、七
暑

壼

、五
.一八
、九
三

冥

・莫

一、
突
G

晃
、
霊
E
、豊
〇

二
三、
　δ
『

三
(

八

豫 程 、

算 關

額 額

兜 蟹 税

楚毒
円 、llj

憂 蟹

光 画
三己 薯

ぬ ム
犬 恒
心 五

、賦 コ手'

『r

金 蔓

モ 聞

讐 重

美 套

誉 蠢

きぎ

訟

麩
五 一

竃

元

一三
、
五
四
一

三

、
(九
四
、六
四
武

1

調

定

済

額

六
(
、
四聖

冗
昊
円

蓋

、薯

七
、窒
へ

囲

、二
空

、禁

六

三
二
、
蒐
禦

克

一

謹

、突

二
、老

へ

四
五
三
豊

、弛
亙

六
へ
£
老

君
莞

冒三
、
四
西

、
雲
石

四
〇
、
欠

全

美

営

、
隅
葦

=

(

冒=

馬
査
　
凹「、
き

へ

菅菰
、
【三
(
、
癸

〇

五
聖

三
九
昌
、
茜

ゼ
「

欄

税

基

礎

額

輸 前前
入三 々
卒箇 条均

年 度額
度以

同

上

洞

前
々
年
度
以

箭
三
箇
年
度

上

食
牧
牛
増
額

前
々
年
下
半

期
分
及
前
年

上
半
期
労
政

税
額

前

々

年

度

推

挽

額

前

々
年
十
月
よ

り
前
年
九
月
ト

至
る

}
箇
年
間

の
敗
硯
額

前
年
四
月
よ
り

九
月

に
至

ろ
⊥
八

衢
月
間
の
攻
税

額
の
倍
額

税

額

夫

、天

「【、至

　
円

鯉
O
、七
至

、巻
=

三

、四
六八
、量

湘

査

、
一山三
、
(突

冒一心
、閣
〕
、四
三

三

δ
囲

、へ
♂

昊

、
兄
O
、八
臭

突

、茜

[=・倉

四

豫

算

撰

四
〇
一、盒

荊

琶

、
護

、醤

『

渠

隔尋

、
奨

　
〈
、葵

、o
…言

　U
、へ
=
、斐

者

、　…(
圓
墾

三

、窓

、距
　
o

嚢

、
訳　
　
、　
2



、

,

基

礎

額

移 調

入 定

移譲濟額.

.九

基' 調 豫 税"噸
定礎

演 算
籟 額 額 額

税
.

額

豫

算

額

調

完
済
額

,鞭
胸
管
巌
翻
揃

平
均
に
依
り
算

出
額二

、四
湘
0
、昌
画六
円

.

昌
、四
九
〇
、二五
大
円

.

腕
前

セ
年

度
以

前

三
箇
年

度

實

牧
平

朗
類

書

誓

　「莞

門

五
七
七
、岩
充
円

大
力置
、吾
三
円

O

O

O

愚
「興

言

幕

間
　
よ
　
】嚢

汎

　。
・四
谷
、
西
叫

孟
三

七
・
蚤

国
忌
妬
毒

見

岡=

上

同

一
、
ゼ
一二

、
力
四
四

「
ー
七
一=

、
九
廻
四

[
、
、冗
劇
、
五
「
九
円

同

ヒ

一
、
二
六
五
、
八
A
四

一
、
昌
六
五
式

(
四

一
、
0
内
九
、
四
一
〇

上

同

大
〇
〇
、九
四
瓢

究
O
O
、
九
四
　「

七
く
昌
、
カ
へ
E

O

O

O

前

々
年
度
以

前
三
箇
瀞平
.度

宣
取
平
均
額

一
、
二
〇
一
、
九
二
幽

　
、
諾
0
一
、
九
昌
四

三
、
七
二
妬
、
五
四
七

上

同

大
弩
【
、
一
湘
五

六
四
一
、
〇
四
二

突

五
二
〇
四

〇

〇

〇

上

七
一〇
ε

藍

玉
吾
「
、
四
ゼ
四

乱
七
二
、
五
(
　【

O

O

O

同

上

同

】
、
「=

二
、
四
一
ハ
.

】
」
一三

、
四
晃

一
、八
四
四
£

七
魁

敢 上 期 前0

穴 玉E額 牛分 々
。霊 芝 朶 期及皐

〇三 £ 或 分前下

。差…兄 美 童牟牛

上

一
、
…曳
九
・
葦

七

】
、
三
六
西
、
運

七

二
、
弼
圏
揖
、
一
些
一

容3

杢

蜜前

吾 妻 」没年
蓋 蚕
全 全 額度

揃
弊
館
は

至

あ

一
箇
年
間

の
寛
政
額

}

磐
、五
四
∩

二
ご
死
面
、
E
四
〇

哺
肇
筋
q

至

る

一
箇
年
間

の
宣
雌
額

髪

五
七
〕
、
ゼ
「
四

港

0
、
ゼ
一
四

前
年

四
月

よ

み

九

月

に
至

る
六

箇

月
間

の
政

税

額

の
倍

額

一
、〈
晃

、二
四閏

一
・鴬
O
、
西
σ

前
孚
四
丹
よ
り

九
月
に
至

る
六

箇
月
間
の
實
攻

額
の
倍
額

E
晃
、〇
六
二

五
玉
脚
、
0
{ハ
晶

嚢

撮

れ
ば
、
何
れ
の
群

牧
人
も
・
飾
り
に
豫
簿

驚

懸
蟹

て
は
居
誕

ご
謂
ふ
ご
ε
が
出
来
客
.

h

O

O

ら

O

σ

O

O

O

O

O

g

O

O

O

D

O

O

O

O
.

う
で
あ
る
、
只
關
税

左
萎
酒
税
ご
が
少
し
く
例
外
を
示
し
て
居

る
や
う
で
あ
る
、
關
枇

の
牧
入
の
愛
動
は
、
世
界

戦

の
直
接

の
影
響
で
あ
り
、
姿
酒
税

の
牧
入
の
増
加
も
亦
世
界
職

の
間
接

の
影
響
で
あ
ら
う
、
兎
に
角
婆
酒

の
生

産
井
に
清
費
は
年

々
盛

に
な
噸

つ
、
あ
る
に
相
違
な
い
、
此
前
提
を
眞
収
り
ε
せ
ぼ
大
正
入
年
度
の
豫
算
見
積
は

大
髄

に
之
を
容
認
す
る
こ
ご
出
来

る
が
、
百
分
の
五
の
減
牧
を
見
積
れ
る
の
は
徹
底
せ
覆

い
と
云
ふ
識
を
菟
.れ
な

い

。

時
事
問
題

租
税
取
入
豫
算
の
見
積
葎
請
ず
.

.
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窮
九
巻
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五
號

=
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四
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卸
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時
事
問
題

租
種
取
入
際
露
の
見
礒
心
論
す

鯖
亢
奮

(
.
第
五
號

=
「八
)

七
四
二

四

以
上
論
ず
る
所

に
依
て
明
蹴
る
か
如
く
、
租
視
牧
人
の
見
積
を
な
さ
ん
ピ
す
る
.π
當
今
で
は
.
來
ら
ん
埴
す
る

年

の
景
気
如
何
&
い
.ふ
ご
ε
を
判
断
す
る
こ
ε
か
極
て
大
切
で
あ
る
、
好
景
氣
で
あ
・る
巳
す
れ
は
、
壇
牧
見
積
方

法
も
不
可
で
な
い
、
又
自
動
的
見
積
方
法
に
し
て
も
其
見
積

の
基
礎

&
す

べ
き
事
實
ば
極
て
最
近

の
も
の
を
敵
て

よ
ろ
し
い
、
熱
れ
ε
も
如
何
に
好
景
氣
で
あ

っ
て
も
、
他
の
事
情

に
依

て
牧
入
に
璽
動
を
生
す
る
も
の
は
挙
均
見

　

ロ

積
方
法
を
探

る
べ
き
で
あ
る
、
之
に
反
し
て
不
景
氣
來
ら
ん
ε
ず
る
ご
き
は
、
減
牧
見
積
方
法
を
探

る
こ
虚
か
安

全
で
あ
る
。
好
景
氣

の
事
實
を
基
礎

ご
す
れ
は
多
少

の
減
牧
を
見
込

む
も
荷
實
牧
入
の
見
積
匠
及
は
さ
る
こ
ε
あ

る
噛
き
で
あ
る
。
從
て
雫
均
見
積
法
が
却
て
安
全
ε
な
る
、
若

し
叉
景
気

の
如
何
に
愛
轄
す
る
か
,明
な
ら
さ
る
ε

き
は
雫
均
見
積
方
法
を
多
く
す
る
を
以
て
安
全
な
り

ご
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
大
正
八
年
度
の
豫
算
に
就
き
其
租
税
牧

人
軌
見
積
を
見

る
に
、
何
れ
も
樂
観
主
義
の
上
に
立

っ
て
居

る
事
を
謹
明
せ
な
い
も
の
は
た
.
い
。
休
戦
條
約

の
締

結
後
年
ケ
年
に
亘
の
反
動
時
期

に
入
る
の
徴
候
見

え
し
が
、
其
後
に
至
て
更

に
叉
好
景
気
を
.あ
ら
は
し
來
り
し
か

故
に
、
豫
算
見
積

の
樂
蜆
主
義

は
、
裏
切
ら
れ
る
こ
せ
な
く
し
て
已
む
か
も
知
れ
ぬ
。
誠
に
財
政

の
僥
倖
ご
網
結

ね
ば
億
ら
ぬ
。

¶
1

.


